
ゆぅふる tanaka プール利用者意見交換会（意見集約） 

 

平成 30 年５月２日 商工観光課 

○第１回利用者意見交換会 平成 30 年４月 25 日 東御市勤労者会館２階大会議室 

参加者数 26 名 （市内会員 22 名・市外会員４名） 

○第２回利用者意見交換会 平成 30 年５月２日 ゆぅふる tanaka３階第２スタジオ 

参加者数 34 名 （市内会員 21 名・市外会員 13 名）※第 1 回重複参加者除く 

 

【全体意見】 

ゆぅふる tanaka のプールは健康増進活動に取り組むうえでは、同一施設内に温泉やジムを備え

ているなど機能が充実しており、他にはない環境が備わっています。 

疾病・介護を予防するための健康増進活動の拠点として、また身体活動・運動の定着の場として

市が積極的に啓蒙・普及を図り、今後もプールを活用した健康づくりを推進していく必要があると

考えます。 

 

【個人意見】 

・健康維持のためプールを利用していますが、プールを利用してから医療機関に通わなくなりまし

た。健康福祉の観点から、市税を投入しても施設維持をするべきと考えます。 

 

・ゆぅふる tanaka はひとつの施設にプールと温泉、ジムが一緒にあり、利便性が非常に良いため、

他の施設にはない優位性を持っており、引き続き運営を継続すべきであります。 

 

・プール利用によって健康維持が出来ており、国民健康保険などの削減にもなっていると思います。

プールでの水中運動による健康面での収益性は、施設運営における収益性の観点だけでは計れな

いものがあると考えます。 

 

・ゆぅふる tanaka のプールは水深も浅く、健康増進のためだけでなく、子供も使いやすい規模で

あり、子供からお年寄りまでが利用できる必要な施設です。 

 

・ゆぅふる tanaka は健康増進のための施設であり、観光目的の施設ではないと考えます。そのた

め、健康増進の観点をもって施設の運営存続をするべきと考えます。 

   

・ゆぅふる tanaka のプールは、駅前という立地の良さからも利便性が非常に良いため、引き続き

運営を継続すべきです。 

 

・ゆぅふる tanaka の施設機能は実際に利用してみないと中々伝わらないものと思います。そのた

め、市や施設では新規の利用者を増やすためにも、健康の観点からもっとＰＲすべきです。 

 

・ゆぅふる tanaka の利用者ニーズは観光目的ではなく、主に健康目的の福祉利用です。そのため、

採算だけでは施設を考えることはできないと考えます。施設運営も商工観光課ではなく、福祉の

部門が所管すべきです。 


